
早期⼊⾦利⽤規約 
 
BASE 株式会社（以下「当社」といいます。）は、早期⼊⾦（以下「本サービス」
といいます。）の利⽤に関して、以下のとおり利⽤規約（以下「本利⽤規約」と
いいます。）を定めます。本サービスのご利⽤対象者は、PAY 株式会社（以下「PAY」
といいます。）が運営するオンライン決済サービスである「PAY.JP」の加盟店（以
下「加盟店」といいます。）であり、加盟店が本サービスを利⽤するためには、
本利⽤規約の全てに同意していただく必要があります。 
 
第１条 適⽤関係 
本利⽤規約は、本サービスを利⽤する加盟店（以下「利⽤者」といいます。）と
当社の間で適⽤されます。 
 
第 2条 債権譲渡 
1.加盟店で、本サービスの利⽤を希望する者（以下「利⽤希望者」といいます。）
は、本利⽤規約に同意のうえ、当社所定の⽅法で本サービスの利⽤を申し込むも
のとします。利⽤希望者は、当社所定の⼿続きを⾏い、当社が利⽤を承諾した場
合に、利⽤者が PAY に対して有する決済⾦請求権（以下「対象債権」といいま
す。）を当社に対して譲渡する契約（以下「本債権譲渡契約」といいます。）が成
⽴します。対象債権の譲渡対価については、本サービス申込画⾯に別途表⽰され
た⾦額とします。 
2．前項の申し込み後において、利⽤希望者の本サービスの利⽤が不適当と認め、
当社が利⽤希望者による本サービスの利⽤を拒否する場合、当社は利⽤希望者
に対して不適当と認めた理由を開⽰しません。 
3. 本条第 1項に基づき本債権譲渡契約が成⽴した場合、当社は本債権譲渡契約
に基づく対価を当社所定の⽇までに利⽤者の指定⼝座に振り込み、当該振り込
みの時点で利⽤者から当社への対象債権の譲渡が実⾏されたものとします。な
お、振込⼿数料は加盟店の負担とします。 
4. 本債権譲渡契約が成⽴した後、当社が要求する場合には、利⽤者は当該債権
譲渡について、第三債務者からの承諾の取得または第三債務者に対する通知そ
の他当該債権譲渡にかかる対抗要件具備のために必要な⼿続きを実施するもの
とします。 



 
第 3条 本債権譲渡契約解除の取扱 
1. 当社は、以下の事由に該当する場合、本債権譲渡契約を解除することができ
るものとします。 
(1) 利⽤者が前条第 1項の申し込みにあたって当社に提供した情報、資料が虚偽
であった場合 
(2) 対象債権の発⽣原因となる対象取引が解除、取消し、無効等の理由により効
⼒を失った場合（決済事業者や収納代⾏業者等（以下、「決済事業者等」といい
ます。）が定めるチャージバック事由その他の当社または PAYに対する⽀払いの
拒絶ならびに返還事由に該当する場合を含みます。）または利⽤者が正当な理由
なく対象取引に基づく義務を履⾏しない場合 
(3) 対象債権の発⽣原因につき、利⽤者と利⽤者との間で取引を⾏った者におい
て紛争が⽣じ、合理的期間における解決が⾒込まれない場合 
(4) 利⽤者が本利⽤規約に違反した場合 
(5) 利⽤者に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、破産、⺠事再⽣、会社更
⽣、特別清算の申⽴てがなされた場合、または、利⽤者が⾃ら破産、⺠事再⽣、
会社更⽣、特別清算の申⽴てをした場合 
2. 前項により本債権譲渡契約が効⼒を失った場合、利⽤者は、速やかに本債権
譲渡契約に関連して当社が利⽤者に対して⽀払った⾦額を返⾦しなければなり
ません。 
 
第４条 譲渡対象債権の回収 
当社が債権譲渡を受けた対象債権の代理受領権限を PAY に対して付与すること
について利⽤者は予め承諾するものとし、当社は PAY から対象債権に係る⽀払
を受けるものとします。 
 
第 5条 個⼈情報の取扱 
当社は、利⽤希望者または利⽤者から提供された個⼈情報を本サービスの提供
に必要な範囲および当社のプライバシーポリシーで定められた⽬的の範囲で使
⽤することができるものとします。 
 
第 6条 禁⽌⾏為 



利⽤者は、本サービスの利⽤において、以下の各号のいずれかに該当する⾏為ま
たはそのおそれがある⾏為をしてはならないものとします。 
1. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利⽤者その他の第三
者または当社の財産、信⽤、プライバシーを侵害する⾏為、または侵害するおそ
れのある⾏為 
2. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利⽤者その他の第三
者または当社に不利益を与える⾏為、またはそのおそれのある⾏為 
3. 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利⽤者、当社が本サ
ービスの運営を委託した者その他の第三者または当社を誹謗中傷する⾏為、ま
たは不快感を抱かせる⾏為 
4. 資⾦洗浄、マネーロンダリング、その他犯罪による収益の移転防⽌に関する
法律に違反する⾏為 
5. 本サービスおよびその他当社が提供するサービスの運営を妨げる⾏為、また
は当社の信⽤‧名誉等を毀損する⾏為 
6. 他⼈になりすまして情報を送信、受信または表⽰する⾏為 
7. 本サービスを当社の許可なく第三者に利⽤させる⾏為 
8. 本サービスと同種、または類似の業務を⾏う⾏為 
9. 営業⽬的を有し、または営業として本サービスを利⽤する⾏為 
10. 当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから 14⽇以内に応答しない
⾏為 
11.利⽤者とPAYおよび決済事業者等間の契約で定められた規定に違反する⾏為 
12. その他当社が不適当と判断する⾏為 
 
第 7条 免責 
1. 当社は、本サービスの⼀時停⽌‧サービス変更‧中⽌に伴い利⽤者および第
三者が被った不利益‧損害に関して⼀切責任を負わないこととします。 
2. 当社は、本サービスの利⽤によって利⽤者もしくは第三者が被った不利益‧
損害に関して⼀切責任を負わないこととします。ただし、当社に故意または重⼤
な過失がある場合はこの限りではありません。 
 
第 8条 損害賠償 
利⽤希望者または利⽤者は、本利⽤規約に違反することにより、または本サービ



スの利⽤に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しな
ければなりません。 
 
第 9条 秘密保持 
1. 本利⽤規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、利⽤希望者
または利⽤者が、当社より書⾯、⼝頭もしくは記録媒体等により提供若しくは開
⽰されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の
事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1)当社から提供もしくは開⽰
がなされたときまたは知得したときに、既に⼀般に公知となっていた、または既
に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開⽰または知得した後、⾃⼰の
責めに帰せざる事由により刊⾏物その他により公知となったもの、(3)提供また
は開⽰の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得
したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保
持の必要なき旨書⾯で確認されたものについては、秘密情報から除外するもの
とします。 
2. 利⽤希望者または利⽤者は、秘密情報を本サービスの利⽤の⽬的のみに利⽤
するとともに、当社の書⾯による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開
⽰または漏洩しないものとします。 
3. 本条第 2項の定めにかかわらず、利⽤希望者または利⽤者は、法律、裁判所
または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開⽰することがで
きます。ただし、当該命令、要求は要請があった場合、速やかにその旨を当社に
通知しなければなりません。 
4. 利⽤希望者または利⽤者は、秘密情報を記載した⽂書または磁気記録媒体等
を複製する場合には、事前に当社の書⾯による承諾を得ることとし、複製物の管
理については本条第 2項に準じて厳重に⾏うものとします。 
5項  利⽤希望者または利⽤者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞
なく、当社の指⽰に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書⾯
その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりま
せん。 
 
第 10条 譲渡等 
利⽤者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本利⽤規約に基づく地位または本



利⽤規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設
定、その他の処分をすることはできません。 
 
第 11条 合意管轄 
本利⽤規約に関して紛争が⽣じた場合、訴額に応じ東京簡易裁判所または東京
地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 12条 反社会的勢⼒でないことの表明‧確約 
1.  利⽤希望者または利⽤者は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会
的勢⼒のいずれにも該当しないことを表明‧確約するものとします。 
(1) 暴⼒団 
(2) 暴⼒団員または暴⼒団員でなくなってから５年を経過しない者 
(3) 暴⼒団準構成員 
(4) 暴⼒団関係企業 
(5) 総会屋等 
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 
(7) 特殊知能暴⼒集団等 
(8) その他前各号に準ずる者および団体 
2.  利⽤希望者または利⽤者は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢
⼒と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明‧確約するもの
とします。 
(1) 反社会的勢⼒によって、その経営を⽀配されている関係 
(2) 反社会的勢⼒がその経営に実質的に関与している関係 
(3) 反社会的勢⼒を役職員や顧問としたり、反社会的勢⼒に紛争解決の依頼や相
談をしたりするなど、反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係 
(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関係 
(5) 役職員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮
難されるべき関係 
3.  利⽤希望者または利⽤者は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれ
かに該当する⾏為を⾏わないことを表明‧確約するものとします。 
(1) 暴⼒的な要求⾏為 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 



(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為 
(4) ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて当社の信⽤を棄損し、または当社の
業務を妨害する⾏為 
(5) その他前各号に準ずる⾏為 
4.  利⽤希望者または利⽤者は、上記各項のいずれかを満たさないと認められる
ことが判明した場合またはこの表明‧確約が虚偽の申告であることが判明した
場合は、直ちに当社に通知するものとし、当社が本サービスの利⽤の拒否、本サ
ービスの提供停⽌、または本債権譲渡契約の解除（何ら催告は要しないものとし
ます）を⾏っても異議を申し⽴てないものとします。これにより損害が⽣じた場
合でも、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 
 
2025年 5⽉ 7⽇ 制定 


